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一枚の死亡診断書,死体検案書のもつ意味は大きく,

一人の人生の終了を証明するものであり,事実に反する

ことを書くことは勿論許されず,刑法第 160条の ｢診断

書等虚為記載罪｣で罰せられる.しかし,そうでなくて

も,その記載方法を理解していないために,誤解や混乱

を招くことも少なくない.

そこで,死亡診断書の書き方の講義及び実習の教材と

する目的で,実際に書かれた死亡診断書並びに死体検案

書についてその記載方法を中心に調査,検討した結果に

ついて報告する.

調 査 方 法

新潟大学医学部病理学教室で行われた病理解剖時に臨

床から提出された死亡診断書について,昭和58年 1月か

ら12月までの一年間の病理解剖255例中234例について

調査した.(以下,｢病理解剖例｣と略す.)次に,昭和

60年9月と10月の 2カ月間に,新潟県内で異状死休とし

て検視が行われた251例中218例の死体検案書並びに死

亡診断書について調査した.(以下 ｢検視例｣と略す.)

これら病理解剖例と検視例の合計452例についての調査

に基づいて,その記載方法について検討した.

結果並びに説明

1. 死亡診断書と死体検案昔

死亡診断書と死体検案書は,通常,同一の書式に基づ

いて作成されている.その書式は医師法施行規則第20条

によるその記載方法が規定され,第四号書式が示されて

いる11(図-1).

死亡診断書は,ある人が死亡する時に立ち会った医師

が了その人の死因などの診断を行って作成するものであ

る.即ち,診察所見や検査所見などに基づく生前からの

診断や死亡時の状況などを参考にLながら死亡の診断を

行うものであり,死亡時に立ち会っていない医師が書く

ことは出来ず,医師法第20条の ｢無診療治療等の禁止｣

で規定されている.一方,死休検案書は,医師が死体を

検案し,その死体の検案所見などに基づいて死因を推定

して作成するものであり,この両者は大きく異なってお

り,はっきりと区別すべきものである.

死亡診断書の書き方の講義は,殆どの大学において,

法医学の講義,実習の中で行われているのであるが,そ

の講義の中では,死亡診断書か死体検案書のどちらか不

用なほうの文字を抹消し,そこに捺印するように説明し

ている2卜5)

今回の調査した452例についてみると,死亡診断書が

170例 (病理解剖例 152例,検視例18例)で,死体検案

書161例 (検視例 161例)があった.これらの死亡診断

書又は死体検案書において,一本または二本の線で抹消

しているものが266例あり,どちらか必要とするはうに

○をつけているものが59例みられた.また,両者を同時

に行っているものが6例あった.また,それらの部に捺

印しているものは,116例 (25.7%)と少なかった.

ここで病理解剖例の82例及び検視例の39例の合計121

例においては,死亡診断書と死体検案書との区別がされ

ていないことに注目しなくてはならない.このうち,柄

理解剖例での82例はすべて死亡診断書として書かれたも

のと判断され,一方,検視例で区別されていなかった39

例のうち7例は死亡診断書として,32例は死休検案書と

して書かれたものであった.

このように予想以上に死亡診断書と死体検案書との区

別をしていないものが多かったので,厚生省で出してい

る ｢死亡診断書 ･死産証書 ･出生証明書の書き方｣'を調

べなおしてみたところ,驚いたことに,その31ページに

ある記入例でも,死亡診断書と死体検案書との区別がな

されていなかった1).

この ｢死亡診断書･死産証書 ･出生証明書の書き方｣

では,10ページに,｢なお,死亡診断書に代わるものと

して死体検案書があります.わが国では現在,東京都の

区の存する区域,大阪市,京都市,横浜市,名古屋市,

神戸市及び福岡市では死体解剖保存法 (昭和24年法律第

204号)による,監察医の制度が設けられており,変死,

死因不明の死体等については,監察医がその検案を求め

られますが,他の地域では変死の場合,一般医師が死体

の検案を求められることがあります.｣という記載があ

るが,その他のいずれの部分にも,死体検案書について

の記載方法の説明はなく,死体検案書という言葉さえも

出ていなかった1).しかし,上記の記載にもあるように,

一般医師が死体の検案を求められることは少なくなく,

その際に死体検案書を作成しなくてほならないのである

から,死亡診断書の書き方と同時に死体検案書の書き方

についても,一般医師は十分に知っておかなければなら

ない.そのためには,法医学の講義での教育のより充実

が必要なことと同時に ｢死亡診断書 ･死産証書 ･出生証

明書の書き方｣においても,死体検案書の作成について

の記載を充実させる必要がある.

東京都の監察医務院では,死亡診断書を発行すること

はなく,すべてが死体検案書であることから,死体検案

書専用の用紙を使用している.また,今回の調査におい

て,一部の病院では死亡診断書専用の用紙を使用してい
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死 亡 診 断 書 (死体検案書) @

氏 名 ･男 2女 巨 船 満 鰻

発 病 年 月 日 昭和 年 月 日

死亡年月日時分 昭和 年 月 日 芋を 時 分

寺 号

1病院 2診療所 3助産所 (去.2.3蒜 ) 4自宅 5その他

!死 亡 の 種 類 1病死及び自然死
外因死 (2不慮の中寺 3その他の災育死 4自殺 5他殺 6その他及び不評)7その他及び不評

p Mの原因

- tt,)の原因

Ⅱ その他の身体状況(注意州参照)

手 術 の 主 要所見 毒 腎 冒 l- 年 月 日

解 剖 の 主 要所見

手 段 及 び 状 況

傷 害 発 生 の場所(注意(21参照) 描 ll- 中 2- 中でない時場所名の具体的
記 戦 機

生後7日以内で死亡した場合の憶蓋濡参照)妊娠 .分娩時における母体の状況

上記の通 り診断 (検案)する. 昭 和 年 月 日

(任 所) 番地

軍 号

注意

tl) Ⅱ欄には. Ⅰ欄記載の原田と直接の関係はないが,病的経過に悪影響を与えたと思われる身休状況をかいてくだ
さい｡なお妊娠の死亡は ｢妊娠第何月｣.分娩中の死亡は ｢妊娠第何月の分娩巾｣.産後90日以内の死亡札 ｢妊
娠第何月産後何日目｣と昔いてください｡生後 1年未満で死亡 した者で.出生時の体重が2500〆ラム以下のもの,
妊娠第 9月以前に生まれたものであって出生児の体重が不明のもの並びに体重及び妊娠月数にかかわ りなくとくに
未熟児と判断されたものについて札 との欄に ｢未熟児｣と雷いてください.

121 傷青先生の場所名はたとえば ｢自宅の見呂場｣.｢小川の中｣.｢鉱山の坑内｣のように具体的に雷いてください｡
(8)妊娠 ･分娩時における母体の状況札 この死亡者の出生にも立ち合った場合又はこの死亡者が同一の病院 ･診療

所で出生 した場合にのみ書いてください｡

図 1 死 亡 診 断 書 (死体検案書)(第四号書式)
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た.このように,死亡診断書と死体検案書の2つの専用

の用紙を用意して,はっきりと使い分ける方法も考えら

れる.

2.死亡の場所

死亡の場所は,①から⑥までに分類され,①～③は各

々が病院,診療所,助産所での死亡を分現し.これらで

死亡した場合には,各々の名称についても記載するよう

になっている.④が自宅での死亡であり,その他はすべ

て㊥に分類される.

病理解剖例では,診療所での死亡例が1例あるほか,

残りの233例のすべてが病院での死亡であった.しかし,

2例ではこの死亡の場所についての未記入であり,27例

では病院名の記載がなかった.検視例では,死亡診断書

の18例中15例が病院での死亡であり,自宅とその他が各

1例で,未記入例が1例あった.死体検案書の161例中,

84例が自宅での死亡で,73例がその他の場所での死亡で

あった.病院での死亡が1例あったが,これは74才男性

が自宅で経死自殺を図り,救急車で病院に運ばれ,一時

的に蘇生したが20分後に死亡したとされる例である.こ

のほか,場所についての兼記入例が3例あった.死亡診断

書か死体検案書かが不明の39例のうち,死亡診断書とし

て書かれたと考えられる7例中6例が病院での死亡で,

1例が診療所での死亡であった.死体検案書として書か

れたと考えられる32例中22例は自宅での死亡であり,10

例がその他の場所での死亡であった.

3.死亡の種類

死亡の種類は,①病死及び自然死,②不慮の中毒,@

その他の不慮の事故,④自殺,⑨他殺,⑥その他及び不

詳,⑦その他及び不詳に分類しているが,大きく分ける

と,内因死であるG)病死及び自然死と②～(釘までの外因

死,外因死か内因死かの区別が困難だったり不詳である

⑦その他及び不詳に分類される.

病理解剖例では,交通事故での死亡の2例が@に分類

され,農薬の服素自殺例の 2例が④に分類されている.

又,20例では死亡の種頬が未記入であった.このほかの

症例はすべて,①の病死及び自然死に分類された.

検視例では,①の病死及び自然死が66例,④の不慮の

中毒が1例,③のその他の不慮の事故が28例,④の自殺

が98例,⑧の他殺が4例,㊥のその他及び不詳が15例,

⑦のその他及び不詳が 4例であり,未記入例が 1例で

あった.外因死の部分に○をつけたものが1例あり,お

そらく,④～⑥のいずれかという意味と思われるが,

②～⑤のいずれかにOをつけるか,もしくは⑥に分類し

ておくべきであろう.

検視例のうち,てんかん発作によりふとんにうつぶせ

になり窒息した例 (㊥に分類されていた),入浴中にク

モ膜下出血をおこし溺死した例 (㊥に分類),入浴中の

心臓発作 (③に分類),急性心不全の2例 (⑦に分類)

及び脳卒中 (⑦に分類)で死亡した症例は,いずれも

本当は①に分類すべきものである1卜5),即ち,直接死因

が外国死であっても,その原因として明らかに疾病が存

在する場合には,死亡診断書及び死体検案書における死

亡の種類としては,①の病死及び自然死に分頬すること

になっている.逆に,今回の調査例にはなかったが,損

傷をうけて入院中に肺炎などで死亡した場合は,直接死

因は肺炎などの病死であっても,その原因として外国が

存在していれば,外因のほうで分類することになってい

る.また④の自殺には,自殺のほか,自殺未遂の後遺症

による死亡も含まれることになっており,㊥の他殺には,

所謂 ｢殺人｣のほか,傷害致死も含まれている.これら

の点も十分理解される必要がある.

4.死亡の原因 :死因と ICD分類

死亡の原因,即ち,直接死因などの死因の決定が最も

重要な問題である.ここでは,我が国の医学会で通常用

いられている疾病名を使用することが必要であり,国際

疾病分類 (ICD分類)を参考にして病名をつけること

が望ましいとされている.しかし,ICI)分頬は必ずし

も一般の医師にとって親しみのあるものとは言えないよ

うである.そこで,ICD分類をもっと普及させ,より

身近なものにする必要がある.死因統計も,死亡診断書

や死体検案書に記載されている疾病名をもとに ICD分

類に基づいた分類を行っており,我々が,死因を決定す

る際に,ICD 分類のどの項目に分類するかを考えなが

ら,診断を行えば,死因統計を行う際にも,その統計処

理がスムーズにいくことになる.疾病,傷害及び死因統

計分類提要では,各々の分類に含まれるものと除外され

るものを列記してあり,分類の理解がしやすくなる6).

また,ICD分類によ.るコ-ド化を行うことにより,コ

ンピューターによるデーター処理も簡単になってくる7).

5.E 分 類

外因死の場合,ICD 分類の補助分頬であるE分類に

より外国の種類を分類することができる71.

検案例について,E分類を行ってみると,④の自殺の

98例はすべて E950-959に分類される. このうち,縫

死 (E953.0)が53例,排気ガス自殺 (E952.0)が15例,

入水自殺 (E954)が11例,服毒自殺 (E950.6)が11例

であった.このほか,高所からの投身自殺 (E957)が2

例,焼身自殺 (E958.1)が2例, ビニール袋による窒
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息 (E953.1),刃物による自殺 (E956), 鉄道自殺 (E

958.0),感電自殺 (E958.4)が各 1例であった.⑨の

他殺の 4例は,E960-969に分類され,刺殺 (E966)

が2例,絞殺 (E963)及び頭部打撲による撲殺 (E960.0)

が各 1例あった.都市ガスによる不慮の事故 (E867)は

㊥の不慮の中毒に分類される.溺死は,不慮の溺死 (E

910)は③に,不慮か故意か不明の溺死 (E984)は⑥に

分頬されるが,調査例では,その区別が必ずしもE分類

と一致していないようであった.風呂でのクモ膜下出血

や心臓発作による溺死は,前述のように,死亡の種類と

しては亘)の病死に分類されるが,E分類では E910.4に

分類される.餅などの食物による窒息 (E911)が4例,

機械による圧迫 (E919)4例, 火災による焼死 (E890,

E893)4例,不慮の墜落 (E882-E885)5例などがみら

れた.

6. ｢心不全｣と ｢老衰｣

さて,今回の調査でも,安易に心不全や呼吸不全とい

う診断が行われていることが目立った.

検視例において,Ⅰ (イ)の直接死因に､心不全,急

性心不全としたものが34例あり,このうち,その原因と

して (ロ)に高血圧としたものが3例,感染症による発

熱,アルコール中毒,原因不明,不詳,不明と記載した

ものが各 1例あるほかは,単に心不全,急性心不全とだ

け記載されていた.また,急性心臓死という診断も1例

あった.これらを ICD分煩のどこに分類するかが問題

となる.

心不全は,ICD分煩では,うっ血性心不全 〔428.0〕,

左心不全 〔428.1〕,詳細不明の心不全 〔428.9〕に分類さ

れている.また,虚血性心疾患 〔410-414〕には,心筋

梗塞,急性心筋梗塞 〔410〕や狭心症 〔413〕,冠動脈硬

化症 〔414.0〕などがあり,高血圧性疾患 〔401-405),

不整脈 〔427〕,伝導障害 〔426〕.,心肥大 〔429.3〕なども

死因として考慮する必要がある.

検視例においては,死体から得られる情報は限られて

おり,腰椎穿刺などで血性の脊髄液を証明された場合

に,脳出血とし,証明されない場合に,安易に心不全と

診断される傾向がある.死因を心不全とすると,循環器

系の疾患に分現されることになり,死因統計上 実際よ

りも心疾患が多くなってしまう.死亡時の状況がはっき

りし,周囲の人の証言などから ｢心疾患｣が考えられる

症例以外には,安易に心不全という診断はつけるべきで

ないと考える.

病理解剖例でも,直接死因の (イ)のところに,心不

全,急性心不全,循環不全などの記載が36例,呼吸不全,

急性呼吸不全との記載が34例,呼吸循環不全,心肺不全,

急性心肺不全としたものが5例あった.更に,心停止と

の記載が2例,呼吸困難との記載も1例あり,このよう

な疾患名とは言い難いものが安易に使用されることは問

題である.

心不全と同様に,安易に使われる診断に,｢老衰｣が

ある.今回の調査でも,検視例で2例の ｢老衰｣があっ

た.このうち,82才男性例は,その原因の (ロ)に心不

坐, (-)に高血圧,脳溢血後遺症 (13年半)と記載さ

れており,死因統計上では, (-)の高血圧に分壊され

る.しかし,85才女性は,｢老衰｣とだけ記載されてい

た .

ICD分類では,797｢精神病の記載のない老衰｣とい

う分類があり,昭和58年度の日本の死因統計において,

老衰で死亡したものは29,391人で,死因の第六位を占

めており,諸外国に比べてかなり高い頻度を示してい

る8).この中には老衰以外のものがかなり含まれている

と考えられ,剖検により,生前に症状らしい症状がな

くても,死因となり得る病変をみつけることが珍しくな

い.一方,剖検を行っても,いずれの臓器にも重要な病

変がなく,その死が全般的な機能低下と考えられるもの

も存在しており別,そのような場合にのみ,｢老衰｣とい

う診断をつけても差支えないと考える.

即ち,死因となり得る病変が全く存在しないことを確

認して初めて ｢心不全｣なり ｢老衰｣という診断が可能

になる訳で,これらの診断名を安易に使うことは避けな

ければならない.

7.原因不明の死亡

ICD分類では,798に原因不明の突然死という分類が

あり,798.0 ｢乳幼児突然死症候群 (SIDS)｣,798.1｢瞬

間死｣,798.2｢発症後24時間以内の死亡で他に説明のな

いもの｣,798.9｢立会者のいない死亡｣に細分類されて

いる.検視時に,死因が不明である場合,これらの細分類に

分類することを考えた上で ｢死因不詳｣とし,外因死の追

加事項の欄に,状況や死体所見を詳しく記載しておけば

よい.外傷などがなく,明らかに内因死と考えられる例で

は,｢病死の疑い｣とか,｢病死 (病名不詳)｣として,同

様に外因死の追加事項欄にくわしい説明を加えてもよい

と思う.

即ち,｢死因不詳｣という,一見,非科学的に見えるこ

の死因が実は最も科学的なのであり,自信を持って ｢死

因不詳｣と診断すべきなのである9日 0)川

8.外因死の追加事項

外因死の追加事項欄は,外因死の場合には必ず書くこ
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とになっているが,検視例の外因死146例中11例 (7.5%)

で記入されていなかった.外因死では必ずこの欄に記載

するように徹底する必要がある.

一方,外因死以外でも,外因が関与 していると考えら

れる症例や前記のように死因を断定できない症例などで

は,この欄に説明しておくべきであり,病死例72例中18

例 (25%)で死亡時の状況や死休発見の状況,検屍所見

などが記入されていた.

この外因死の追加事項の欄を有効に使うことにより,

死亡診断書や死体検案書の正確さが増すと思われる.

9. 手術 ･解剖の主要所見

手術の主要所見欄には,病理解剖例の54例で,死体検

視例の3例で記入されていた.

解剖の主要所見欄には,病理解剖例で29例が記入され

ていたが,今回の調査は,解剖時に提出された死亡診断

書であるために記載されていないものが多く,家族に渡

す死亡診断書には解剖所見を追加していると思われる.

検視例では,司法解剖例の 2例及びパラコートの服毒自

殺例で病理解剖が行われた 1例の計 3例で記入されてい

た.

生命保険や損害保険などの賠償において,死亡診断書

及び死体検案書の持つ役割は予想以上に大きく, 1枚の

書類の書き方によってその保険金の額に大きな差異が生

じることもある.特に,外因と死因との関係が問題にな

りそうな場合には,積極的に解剖による確認を行うとと

もに,解剖所見の記載をする必要があり,それが出来な

い場合には誤解を生 じないような記載が求められる.

解剖所見が死亡診断書や死体検案書を書く時点で不明

な場合には,何時,何処で解剖が行われたかの記載だけ

でもしておくと,解剖を行ったことが分り,保険会社な

どの問い合わせもそれに基づいて行われることになる.

また,解剖せずに,死体検案のみが行われた場合には,

この解剖所見欄に検屍所見を記入することも今後検討し

てみる必要がある.

10.解剖の重要性

病理解剖例で,解剖開始前に提出された死亡診断書と

病理解剖の診断とが必ずしも一致 しない例があり,検視

時に外表からだけで死因を決定することの困難さを再認

識させられた.そこで,死因不詳としか言えない症例に

ついて積極的に解剖が行えるような体制の確立が望まれ

る12).

参考までに,日本国内でどの位の解剖が行われている

のかを,剖検率として見ると,昭和56年度において,日

本病理剖検輯報ノに報告 されている病理解剖が39,021

例 13),法医鑑定例概要に記載 されている法医解剖が

3,188例14㌧ 東京都監察医務院15)と大阪市161,神戸市 17)

での行政解剖が3,116例で,合計で45,325例であり,日

本の総死亡数 720,262人の6.29% に相当する.この統計

以外で行われている病理解剖や行政解剖を併せても精々

7-8%であり,今後,死因の分からない症例などの解剖

を増やして,この剖検率を10-20%前後まで上げること

が出来ると,死亡診断書及び死休検案書の正確さが増し,

日本死因統計の信頼度も高まると考える.

現在,監察医制度が完全な形で実施されているのは東

京都のみであり,京都市,名古屋市,福岡市では全 く行

われていない.この監察医制度の全国での完全実施が望

まれる.未実施地区では,司法解剖の枠をひろげて司法

解剖として行われるか,病理解剖またはそれに準ずる形

で行われている.この場合,解剖費用を誰が負担するか

が常に問題となる.一つの方法として,健康保険などで

解剖費用を支払う案が考えられ,また,外因などとの関

係が問題となる場合には,生命保険や損害保険などの調

査費用の一部として費用を負担する方法も考えられる..

いずれにせよ,医学的や社会的に,そして賠償医学的に

問題となる事例に関して,積極的に解剖が行われること

が望まれる.

謝 辞

本研究は財団法人医学教育振興財団の医学教育助

成を受けて行われた.厚 く御礼申し上げます.調査

資料の収集に御協力頂いた,新潟大学医学部病理学

教室並びに臨床の諸先生方,新潟県警察医会の諸先

生,新潟県警察本部の各位に深く感謝します.

参 考 文 献

1)厚生統計協会編: 死亡診断書 ･死産証書 ･出生証

明書の書き方 (疾病,傷害及び死因統計分類の概要 ･

分類表),1979年版.

2)赤石 英編: 臨床医のための法医学 (改訂12版),

p.14-16,南江堂 (東京),1983.

3)四方一敗 永野耐造編: 現代の法医学 (罪-版),

p.373-381,南山堂 (東京),1983.

4)上山滋太郎,富田 功編: 標準法医学 ･医事法制

(第二版),205-212,医学書院 (東京),1984.

5)若杉長英: 法医学 (第一版),p.124-127,金芳堂

(京都),1983.

6)厚生統計協会編: 疾病,傷害および死因統計分類

提要,昭和54年版,第 1-3巷,



532 新潟医学会雑誌 第100巻 第9号 昭和61年9月

7)山内春夫,本間尚子,小野政孝,茂野琴丘: 法 医

解剖例と国際疾病分類 (第2報),日法会誌,39(6):

681,1985.

8)厚生統計協会編: 厚生の指標 (特集号,国民の衛

生の動向),32〔9):394-395,1985.

9)原 三郎: 老衰と死亡診断書 ･死体検案書,日本

医事新報,3221:136-137,1986.

10)鈴木庸夫: 突然死と死因,日本医事新報,3229:

134-135,1986.

ll)吉村三軌 柳田純一: 突然死の剖検-監察医務よ

りみた統計的観察,循環科学,1(12):1328-1332,

1981.

12)山内春夫: 法医解剖における悪性腫場の賠償医学

的評価,賠償医学,1:75-80,1985.

13)日本病理学会編: 日本病理剖検輯報第24輯(昭和56

年度),1982.

14)日本法医学会編: 法医鑑定例概要,1981.

15)東京都監察医務院編: 監察医務院死因調査統計年

報 (昭和56年度版),1982.

16)大阪府監察医事務所編:.死因統計年報 (昭和56年

度版),1982.

17)兵庫県衛生部医務課 ･監察医務係編: 兵庫県監察

医務死因調査統計年報 (昭和56年度版),1982.

(昭和61年5月2日受付)


